
＜関連する通知等＞

 「水産物供給基盤整備事業等実施要領」（令和5年3月31日付け4水港第2964号）

 「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用について」（令和5年3月31日付け4水港第2966号）

（特定漁港漁場整備事業計画の場合）

 「漁港漁場整備法施行規則」（昭和26年農林省令第47号）

 「特定漁港漁場整備事業実施要領」（平成14年6月5日付け14水港第960号）

＜参考資料＞

 漁港漁場関係事業事務必携 （令和４年度：公益社団法人全国漁港漁場協会）

 漁港計画の参考図書（令和４年度：水産庁）

 人工魚礁漁場造成計画指針（平成12年度：社団法人全国沿岸漁業振興開発協会）

 増殖場造成指針(昭和58 年度：(社)全国沿岸漁業振興開発協会)

 増殖場造成計画指針〔ﾏﾀﾞｲ・ｲｾｴﾋﾞ編〕(昭和63年度：(社)全国沿岸漁業振興開発協会)

 増殖場造成計画指針〔ﾋﾗﾒ・ｱｻﾘ編〕(平成8年度：(社)全国沿岸漁業振興開発協会)

（参考） 地方公共団体等の特定計画※2の策定・公表までの流れ

事業基本計画（特定計画以外※1）の計画承認までの流れ

※１ 特定計画以外の計画とは、一事業の計画事
業費が20億円以下等の特定の要件を満たさな
い計画である。当該計画に基づく事業は地方財
政法第16条に基づいて実施される予算補助事
業となる。

※2 特定計画とは、漁港漁場整備法施行規則第1条の2で定める「計画
事業費が一事業につき20億円を超えるものであること。」等の要件を
満たす計画である。当該計画に基づく事業は特定漁港漁場整備事業
となり、漁港漁場整備法に基づいて実施される法律補助事業となる。
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漁港関係事業メニュー早見表

漁港施設を整備する場合
（新設、改良）

一定の港勢を有しているか

① 第1種または第2種の場合
・ 利用または登録漁船数50隻以上
・ 陸揚金額１億円以上等

② 第３種または第４種であること 等

水産流通基盤整備事業

該当 該当無
漁港施設と

一体的に整備

水産生産基盤整備事業

流通拠点漁港 生産拠点漁港

地域水産物供給基盤整備事業

その他漁港

漁村再生交付金事業

計画事業費が５億円以上

該当

該当無
計画事業費が１億円以上等

該当

【 機能保全工事以外の場合 】

附帯施設のみ

該当無

【 機能保全工事の場合 】

：水産基盤整備事業費（公共）

：農山漁村地域整備交付金（公共）

漁港施設機能強化事業

漁港施設を整備する場合
（地震、波浪等に対する既存施設の改良のみ）

計画事業費が、機能診断は2千
万円以上20億円未満、機能強化
工事は5千万円以上20億円未満

該当

[注]上記の事業の他、計画事業費3億円未満1千万円以上の漁港施設等の新築、増築、改築、補修又は除却は、漁港機能増進
事業（非公共）により実施可能。また、地域再生計画に基づく第1種漁港又は第2種漁港の整備は、港整備推進交付金で実施可能。

漁業集落環境施設や
漁港環境整備施設等

を整備する場合

該当

漁業依存度
（漁業依存度又
は漁家比率が
第１位の漁業集
落であること）
等

該当

計画事業費が３千万円以上

漁村整備事業

該当

単独事業

7

漁港漁村環境整備事業

基本施設（一部機能施設を含む）のみ、又は
基本施設と附帯施設が一体的な場合

一定の港勢を有しているか
① 第1種または第2種の場合

・ 利用または登録漁船数50隻以上
・ 陸揚金額１億円以上等

② 第３種または第４種であること 等

水産物供給基盤機能保全事業

該当

※要件を満たせば、総務省
の公共施設等適正管理推
進事業債の活用が可能

係留施設のうち屋根付き防
風・防雪・防暑等設備及び
清浄海水導入施設
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増殖場（消波施設・中間育成施設）、
養殖場（消波施設、区画施設）

その他の保全事業

当該漁場を利用する漁船の本拠地と
なる漁港が以下を満たすか。
① 第1種または第2種の場合

・ 利用または登録漁船数50隻以上
・ 陸揚金額１億円以上等

② 第３種または第４種であること 等

単独事業

水産物供給基盤機能保全事業

該当

該当無

【 機能保全工事の場合 】

：水産基盤整備事業費（公共）

：農山漁村地域整備交付金（公共）

[注]上記の事業の他、計画事業費3億円未満1千万円以上の漁港施設等の新築、増築、改築、補修又は除却は、漁港機能増進
事業（非公共）により実施可能。また、地域再生計画に基づく第1種漁港又は第2種漁港の整備は、港整備推進交付金で実施可能。

※要件を満たせば、
総務省の公共施設
等適正管理推進事
業債の活用が可能
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魚礁、増殖場、養殖場、増養殖
推進事業（海域環境観測施設）、

漁場の保全のための事業

・「ストック効果の最大化に向
けた漁港の機能分担・有効活

用推進事業」
・「水産資源を育む水産環境
保全・創造事業」の漁場再生

対策

該
当

漁場関係事業メニュー早見表

【 機能保全工事以外の場合 】

漁場関係事業メニュー早見表

魚礁（浮魚礁以外）・
増殖場を整備

・計画事業費が
３億円以上等

水産環境整備事業

該当

水産生産基盤整備事業

地域水産物供給
基盤整備事業

・計画事業費
５千万円以上
（市町村等は
１千万以上）
等

【 機能保全工事以外の場合 】

漁場の保全のため
の事業

養殖場を整備

・計画事業１億
円以上等

水域環境保全創造事業

該当

事業内容・
漁港整備の
有無等によ
り選定

浮魚礁を整備

・計画事業費
5千万円以上
（市町村等は
１千万以上）
等

増養殖推進事業

「水産資源を育む水産環
境保全・創造事業」
・海域環境観測施設：ICT
化対策
・水産動植物の種苗を生
産する施設：豊かな海を
育む総合対策（マスター
プラン）

該当

該当
該当



事業基本計画の参考事例①（水産生産基盤整備事業）

9



10



11



12

漁港位置図
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